平成２８年６月２日

保護者様

京都市立京極小学校

校長　　谷山　典子
台風に対する非常措置についてのお知らせ
本校においては台風により京都市（テレビ，ラジオ，インターネット等においては「京都南部」または「京都・亀岡」地域と報道される場合があります）に「暴風警報」が発令された場合には，下記のような措置をとりますので，テレビ，ラジオ，インターネット等の情報に注意してください。


１．「暴風警報」が解除されるまでは，登校を見合わせ，自宅待機させてください。
　　強風注意報・大雨洪水警報などが発令されている場合は，授業を行いますので，お間違えにならないようご注意下さい。
２．「暴風警報」が解除された場合については，以下の措置を取ります。

· 午前　７時までに解除になった場合　平常授業
· 午前　９時までに解除になった場合　３校時（１０時４５分）から始業
· 午前１１時までに解除になった場合　５校時（１３時４５分）から始業（給食は中止）
· 午前１１時現在，暴風警報発令中の場合　臨時休業

３．在校中に発令された場合

　　下校の安全が確認できるまで，学校に児童を止め置くこととし，気象状況，帰宅に要する時間，通学路の状況，家庭状況などに十分配慮し，帰宅させるかどうかを決定します。

※別紙「緊急時下校連絡カード（台風）についてのお願い」参照
◎臨時休業になった場合の過ごし方について，「屋外に出ない」「河川に近づかない」など安全上の指導を学校でもいたしますが，各ご家庭でもご指導いただきますようお願いします。
◎今後，暴風警報が発令された場合も，同様の措置をとりますので，この連絡をよくわかる場所に掲示いただくなど，保管をお願いします。

以上，お子様にもその旨ご指導いただきますようお願いします。

午前７時現在　京都市に


「暴風警報」が発令されている時











